
No C　評価

1 1111

市施設、市立学校の緊急地震速
報自動放送の拡充

・同報系防災行政無線を介して緊急地震速報等の国民保護情報を発信できるよう、対象
施設への整備を推進します。

・未完了である一部市立学校への整備を進め、対象施設の整備を完了します。

3

防災施設整
備事業

10101030 危機管理本
部

2 1112

都市防災機能の向上と広場等の
空地の確保

・民間事業者に対して、都市計画手法等を活用しながら、地域防災力の向上に資する取
組みや広場等の空地の確保を適切に誘導し、災害に強い市街地の形成を目指します。

・民間事業者との協議調整、低炭素ガイドラインに基づく評価、都市計画手続き等の取組を適
切に推進し、有事の際の避難場所となる広場等の空地の確保など、地域の状況に応じた防災
力の向上を目指します。

3

地域地区等
計画策定・
推進事業

40601020 まちづくり局

3 1113

避難場所等の確保 ・指定緊急避難場所や、協定等に基づく一時避難場所、避難所補完施設など、各災害に
対応した避難場所等の確保に努めます。（危機管理本部、各区）

・既に登録されている施設等については、台帳の適正な管理や、災害時に開設する候補施設
を選定するなど、迅速な避難所開設に備えます。
・また、新規候補施設については、安全性等の基準を精査したうえで、指定や登録ができるよう
避難場所等の確保に努めます。
（危機管理本部、各区）

3

防災対策管
理運営事業
臨海部津波
防災対策事
業

10101010

10101040

危機管理本
部
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

4 1114

町内会館・自治会館の整備支援 ・地域住民自治活動の拠点であり、大地震等の発生時には一時避難場所や情報収集拠
点など様々な活用も想定される町内会・自治会会館について、老朽化への対応やバリア
フリー化、耐震化を図るために整備に対する費用の一部について補助金を交付します。

・町内会・自治会からの要望に応じて、町内会・自治会館整備補助金を毎年度交付します。

3

地域振興事
業

50101030 市民文化局

5 1115

市民防災農地の確保 ・一時避難場所等として活用するため、市民防災農地の登録を行います。 ・毎年度、市民防災農地の新規登録を行います。（目標：毎年度8か所）

3

農環境保
全・活用事
業

30304010 経済労働局

6 1116

大規模施設における
防災体制の強化

・大地震等の発生に備え、不特定多数の者等が利用する大規模な防火対象物の関係者
に対し、講習等により指導することで、防災体制を強化します。

・防災管理者の選任、防災管理に係る消防計画の作成及び自衛消防組織の設置等の届出並
びに各届出に基づく防災管理業務の実施について指導することにより、大規模施設等におけ
る防災体制の強化を推進します。

3

火災予防事
業

10104090 消防局

7 1117

落下危険物の改善指導 ・屋外広告物の更新許可申請の際に安全点検報告書の提出を求め、問題がある物件に
対して改善の指導を行います。

・毎年度、屋外広告物の更新許可申請の際に安全点検報告書の提出を求め、問題がある物
件に対しては、改善の指導を行っていきます。

3

屋外広告物
管理事業

10204070 建設緑政局
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8 1120

児童生徒への防災教育・若い世
代の防災意識の向上に向けた取
組の推進

・各学校に防災学習テキストを配付し、教育機関における防災教育を推進します。
（小学校1・2・3年生用、小学校4・5・6年生用、中学生・高校生用）
（教育委員会事務局）

・児童生徒や若い世代の防災意識等の向上に向けて、啓発冊子の配布や講座・イベント
の開催等を行います。（危機管理本部）

・若い世代の防災意識の高揚と地域防災力の向上を図るため、小中学校での防災講座
（ぼうさい出前講座含む）や防災訓練等を開催します。
（各区）

・社会状況の変化等に応じ、適宜、防災学習テキストを見直し、各学校で実施される防災教育
や避難訓練の充実を図ります。また、防災リーフレットの児童への配布等により、防災意識の
向上を図ります。
（教育委員会事務局）

・啓発冊子の配布、「こども防災塾」や「備える。フェスタ」などの防災イベント、ぼうさい出前講
座の開催等を行います。（危機管理本部）

・小中学校等でのぼうさい出前講座や防災訓練等を実施し、児童生徒や若い世代への啓発・
広報の取組を推進します。（各区）

3

学校安全推
進事業
地域防災推
進事業

20203010

10101020

教育委員会
事務局
危機管理本
部
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

9 1121

家具等の屋内収容物の地震対策
の普及・促進

・ぼうさい出前講座等による家具の転倒防止策の啓発を行い、「自助」の取組を推進しま
す。
（危機管理本部、各区）

・ひとり暮らし高齢者又はひとり暮らし障害者等が居住する家屋に備え付けられた家具に
転倒防止金具を取り付けることにより、地震発生時における家具転倒による事故を防止
し、ひとり暮らし高齢者等の安全性の確保を図ります。（健康福祉局）

・毎年度、ぼうさい出前講座等による家具の転倒防止策の啓発を推進します。（危機管理本
部、各区）

・取付対象者の住家にて、家具転倒防止金具を取り付けます。
（健康福祉局）

3

災害救助そ
の他援護事
業

10401070 危機管理本
部
健康福祉局
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

10 1205

消防署所等の施設整備 ・防災拠点となる消防署所の施設・設備の点検整備を実施するとともに、老朽化した庁舎
を計画的に整備し、消防力の強化を図ります。

・消防施設整備方針に基づく計画的な整備の実施をします。
・かわさき資産マネジメントカルテに基づく長寿命化工事を推進します。
※実施についてはまちづくり局所管
・緊急を要する施設、設備の補修工事を実施します。 3

消防署所改
築事業
庁舎等整備
事業

10104020

10104170

消防局

11 1206

消防指令システムの整備・機能
強化

・消防指令システム及び消防情報管理システムについて、効率的かつ計画的にシステム
安定稼働を推進するとともに、迅速な出場指令や災害対応力の向上を図るために、シス
テムの整備・強化を順次実施します。また、Net119緊急通報システムについて市民に広
報していきます。

・消防指令システムについては令和4年度末までにシステムを一部更新、消防情報管理システ
ムについては順次機能更新を進めます。Net119緊急通報システムについてはイベント等で市
民に対して広報を行っていきます。 3

消防指令体
制整備事業

10104030 消防局

12
1208

消防団員の確保・充実 ・火災・風水害等における災害から市民の生命・身体・財産を守るため、消防団員等を確
保し、地域防災力の向上を図ります。

・各種イベントや広報、教育訓練等を通して消防団員の確保に努め、充足率93.0%を目指しま
す。

10104060

10104245

消防局

【評価理由】
令和４年度の目標とする消防団員の充足率84.2%について、78.7%となったため。

【目標達成への取組】
新聞への折り込みチラシや市政だよりの配布、機能別団員募集説明会の開催、備えるフェスタ
などの防災イベントや防災訓練でのPR活動、大学学園祭における消防団員募集広報の実施、
アンケート調査などに基づく入退団要因の分析など、消防団員確保に向けた取組を行いまし
た。

13 1302

防災行政無線の整備と情報伝達
の強化

・災害情報等を迅速・確実に伝達するため、既存規格へ対応した同報系防災行政無線の
整備を実施します。
・土砂災害警戒区域等に、同報系防災行政無線屋外受信機を増設し、情報伝達範囲を強
化するとともに、戸別受信機を含めた情報伝達方法の在り方を検討します。

・同報系防災行政無線の構成機器である屋外・戸別受信機のスプリアス規格対応を完了しま
す。（対応期限：令和4年11月末）
・屋外受信機の増設については、令和3～7年度で24台設置します。
・住民への情報伝達手段の在り方を検討し、以降の整備方針を決定します。 3

防災施設整
備事業

10101080 危機管理本
部

消防団関係
事業
地域防災支
援事業

4

2
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14 1303

津波災害等を想定した情報伝
達・陸閘等の操作点検

・津波災害等を想定した情報伝達、操作等の練度向上のため、陸閘等の操作訓練を行い
ます。

・水門・陸閘の操作依頼をしている事業者に各自の操作・点検を依頼します。
・港湾局職員による陸閘閉鎖訓練を実施します。
・台風・低気圧で高潮が予測される際、実際に電話・ＦＡＸでの情報伝達を実施します。

3

海岸保全施
設維持整備
事業

10101120 港湾局

15 1304

津波ハザードマップの作成・周知 ・関係機関と連携し、川崎区転入者や、学校・福祉施設、各種防災イベントや訓練の参加
者等へ幅広く配布することで、津波対策の周知・推進を図ります。
・また、作成した津波ハザードマップについて、必要に応じて改訂し、情報を更新します。
（危機管理本部、川崎区）

・防災訓練や窓口での転入手続き等の機会をとらえ、津波ハザードマップを配布します。
・津波ハザードマップ外国語版等を公共機関や関係機関、宿泊施設、各種イベント等で配布。
市ＨＰ情報も更新し、周知します。
・更新した津波ハザードマップを学校や福祉施設等での配布を行い、幅広い周知を行います。
（危機管理本部、川崎区） 3

臨海部・津
波防災対策
事業

10101040 危機管理本
部
川崎区

16 1305

臨海部における総合的な防災対
策の推進

・川崎臨海部防災協議会等にて、事業所と行政が連携し、防災対策の検討、情報共有、
訓練等を実施します。
・川崎臨海部広域防災訓練を実施し、実動訓練・情報受伝達訓練を実施することで、参加
機関との連携強化、防災体制の向上を推進します。
・川崎臨海部防災対策計画を踏まえた防災対策を推進するとともに、臨海部の事業者や
市民等へ周知を図る
・神奈川県石油コンビナート等防災本部が開催する会議や訓練等へ参加し、関係機関と
の連携強化を推進します。（危機管理本部）

・川崎臨海部防災協議会及び川崎臨海部広域防災訓練に参加し、関係機関との連携強
化を推進します。（港湾局、経済労働局）

・川崎市臨海部防災対策計画に基づき、特定事業所に対する諸法令の遵守の徹底や自
主保安体制の確立に向けて適切に助言を行い、災害の未然防止と防災体制の強化を推
進します。
・特定事業所に対し、講習会や立入検査等の機会を捉えて指導を実施します。（消防局）

・臨海部における災害の未然防止や災害の拡大防止、市民及び従業員等の安全確保等を図
るため、関係機関が連携して検討し、防災･減災対策を推進します。
・神奈川県石油コンビナート等防災本部、川崎臨海部防災協議会等において、事業所と行政
等の連携強化や防災体制の能力向上を推進します。（危機管理本部）

・川崎臨海部防災協議会及び川崎臨海部広域防災訓練等へ継続的に参加し、川崎臨海部防
災対策計画を踏まえた防災対策を推進します。（港湾局、経済労働局）

・特定事業所に諸法令の遵守の徹底や自主保安体制の確立に向けて継続指導し、災害の未
然防止と防災体制の強化を推進します。（消防局）

3

臨海部・津
波防災対策
事業

10101040 危機管理本
部
港湾局
経済労働局
消防局

17 1306

津波被害の軽減に向けた共助等
の取組

・津波警報等が発せられた場合の情報伝達、津波避難施設の開設、避難行動等、防災意
識の高揚を図るため、津波避難訓練を実施します。
（危機管理本部、川崎区）

・ICTを活用した津波被害軽減研究の一環として、地域住民を対象とした実証実験や津波
防災講座等を実施します。
（危機管理本部）

・津波避難計画に基づき、津波被害軽減のため定期的な情報収集や情報伝達訓練を実
施します。
（港湾局）

・津波避難計画に基づき、津波による「死者0」を目指し、臨海部に立地する企業・市民・関係機
関等と連携し、津波避難に関して、市民や企業等への周知徹底に努める等、臨海部における
防災・減災対策を推進します。
・津波避難訓練においてICTを活用した津波被害軽減研究の一環として、スマホアプリを活用し
た実証実験を行います。
（危機管理本部）

・津波浸水想定区域内における津波避難訓練を毎年度１回実施します。（川崎区）

・臨海部が実施する訓練や川崎港管理センターで実施する訓練等を通じて、情報伝達が適切
実施できる体制を整備します。（港湾局）

3

臨海部・津
波防災対策
事業

10101040 危機管理本
部
港湾局
川崎区

18 1502

火山灰対策の検討 ・火山噴火時における降灰対策や、周辺自治体との連携体制及び避難者対策について
検討を行い、地域防災計画に反映する等、体制の整備を推進します。

・火山灰対策に係る研修や他自治体の取組を参考にして、火山灰対策の検討を行い、地域防
災計画に反映する等、体制の整備を推進します。

3

防災対策管
理運営事業

10101010 危機管理本
部

19 2103

市物資拠点の確保・整備 ・卸売市場について、事業者等の協力を得て、安定した物資の確保を図るとともに、機能
維持の確保や長寿命化を図ります。

・卸売市場について、訓練等を通じた検証を行い協力体制を維持するとともに、市場施設の補
修・改修等を着実に実施します。

3

卸売市場の
管理運営事
業

40102060 経済労働局

3
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20 2104

食料等生活必需物資の確保 ・災害時の食料等生活必需物資の供給に係る協定に基づき、連絡先の確認や在庫調査
を実施します。また、災害時に備え情報伝達訓練等を実施します。

・毎年度、協定締結先と連絡先確認、在庫調査を実施します。
・協定締結先の生協団体と情報伝達訓練を実施します。

3

消費者啓発
育成事業

10201050 経済労働局

21 2105

公的備蓄の適正管理 ・備蓄計画に基づき、必要な備蓄物資の購入を関係局と連携して計画的に進めるととも
に、適正な物資の配置を実施します。
・社会情勢の変化等に伴う備蓄計画の見直しを適宜検討します。（危機管理本部）

・物資やエネルギーの供給停止に備え、備蓄計画等に基づき、備蓄物資の品目・数量の
適正な管理を実施し、地域防災力の向上を行います。（各区）

・災害時の避難所等におけるトイレ対策のため、災害用トイレを備蓄し適正な管理を行い
ます。（環境局）

・備蓄計画に基づき、必要な備蓄物資の購入を実施します。
・感染症対策等も踏まえ、備蓄計画の更新に向けた作業を進めます。
・消費期限がない備蓄物資の計画的な購入を行います。（危機管理本部）

毎年度、備蓄倉庫の備蓄品について、品目・数量の点検を実施し、適正管理の徹底を図りま
す。（各区）

・災害時の避難所等におけるトイレ対策のため、災害用トイレを備蓄し適正な管理を行います。
（環境局）

3

防災施設整
備事業
し尿・浄化
槽収集事業

10101030

30202090

危機管理本
部
環境局
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

22 2108

応急給水拠点の整備 ・応急給水拠点の利便性を高め、より迅速な応急給水を図るため、配水池・配水塔と供給
ルートの耐震化が完了した市立小中学校に給水器具の設置等の手間なく利用できる開
設不要型応急給水拠点の整備を推進します。

・令和5年度末までに開設不要型応急給水拠点の整備率を100％にします。

3

送・配水管
の更新・耐
震化事業

10301020 上下水道局

23 2109

市民と協働した災害時の応急給
水活動の充実

・市民参加による給水訓練を実施し、災害時における給水拠点の安定的な運営を図りま
す。

・応急給水訓練への参加を促進するためにＰＲ活動を行い、訓練を実施します。
・また、自主防災組織等を対象に開設手順等必要な技能の維持・向上のため、組立・給水訓練
を年1回以上実施するとともに配水池・配水塔等を利用した開設不要型応急給水訓練を実施し
ます。訓練は年間で25 回程度実施し、災害時の円滑な応急給水活動の実施に向けた取組を
推進します。 3

水道・工業
用水道の危
機管理対策
事業

10301060 上下水道局

24 2110

高層集合住宅の地震対策促進
（備蓄スペース・防災トイレ）

・川崎市高層集合住宅の震災対策に関する施設整備要綱に基づき、高層集合住宅の高
層階に居住する住民が、震災時にライフラインが復旧するまでの間、自立生活ができるよ
うに、震災対策の啓発活動を実施し、防災備蓄スペースや防災対応トイレの整備を促進し
ます。
・要綱に定められた整備基準に適合した物件に対して、適合証を交付します。

・パンフレット等を活用した震災対策の啓発活動の実施により、防災備蓄スペースと防災対応ト
イレの整備を促進します。

3

高層集合住
宅の震災対
策推進事業

10101100 まちづくり局

25 2111

大規模建築物の防災力向上 ・大規模なマンションの居住者や所有者等に対して、国のガイドラインなどを踏まえて、適
切な水害対策やぼうさい出前講座によるマンション特有のリスクへの備えに係る普及啓
発を推進します。（危機管理本部）

・国の浸水対策ガイドラインの案内を窓口等での配架やＨＰへの掲載等により、浸水対策
ガイドラインを踏まえた適切な水害対策の普及啓発を行います。（まちづくり局）

・国のガイドラインや川崎市の特性などを踏まえた大規模建築物特有のリスクや必要な対策等
について、普及啓発を推進します。（危機管理本部）

・浸水対策ガイドラインを踏まえた適切な水害対策の普及啓発を継続して行います。（まちづく
り局） 3

防災対策管
理運営事業
地域防災推
進事業

10101010

10101020

危機管理本
部
まちづくり局

26 2112

再生可能エネルギー等の普及推
進

・持続可能な脱炭素社会の構築に向け、地球温暖化対策を推進するため、個人や市内の
中小規模事業者に対して、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設
備等の省エネルギー設備の導入に対し、補助金を交付します。
・地域エネルギー会社の活用による市域の再生可能エネルギー等の普及拡大に向けた
取組を行います。

・持続可能な脱炭素社会の構築に向け、地球温暖化対策を推進するため、個人や市内の中小
規模事業者に対して、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設備等の省
エネルギー設備の導入に対し、補助金を交付します。
・令和５年度に地域エネルギー会社を設立し、市域の再生可能エネルギー等の普及拡大に向
けた取組を行います。 3

環境エネル
ギー推進事
業

30101020 環境局

4
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27 2113

災害時協定等に基づく受援体制
の確保

・災害時協定の実効性確保に向けた各種取組を実施し、災害時に即時対応できる協力体
制・受援体制の強化を推進します。
・発災時に円滑な支援を受けることができるよう、平時から協定締結先の連絡先の確認を
行うとともに、台風の接近など、発災が予測される時にはあらかじめ支援要請を行う可能
性があることを伝えるなど、連携体制を構築します。
･「川崎市総合防災訓練」において、救援物資輸送訓練を行い、円滑な輸送体制について
検証します。
（危機管理本部）

・関係機関や民間企業等の協定締結先と連絡先等を明確にするとともに、災害対策協議
会や訓練等を通じて、協力体制・受援体制の強化を推進します。（各区）

・出水期前に災害時協定の緊急連絡先の適切な更新や協定内容の見直し等を全庁的に行
い、災害時協定の実効性を確保します。
・引き続き平時からの連携体制を構築・維持し、円滑な支援を受けられるよう体制を整備しま
す。
・災害時物流に関する様々な課題を解決するため、令和3年度に災害時物流検討会を立ち上
げ、課題の整理を進めます。
・「川崎市総合防災訓練」において、救援物資輸送訓練を行い、円滑な輸送体制について引き
続き検証します。（危機管理本部）

・協定締結先と連絡先を明確にするとともに、会議や現地確認等を通じて協力体制の確認・強
化を推進します。（各区）

3

防災対策管
理運営事業

10101010 危機管理本
部
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

28 2114

地域における防犯対策の推進 ・地域で発生する空き巣等の犯罪の防止に向け、多様な主体と連携し、パトロールなどへ
の支援による自主防犯活動の推進や、防犯灯の新設、維持管理、防犯カメラの設置補助
等の取組を推進するとともに、かわさき防犯アプリ「みんパト」による防犯・不審者情報の
配信を行います。

・多様な主体と連携し、防犯パトロールなどへの支援を行い、町内会・自治体からの要望に応
じて、防犯灯の新設を行うとともに、防犯灯の維持管理を実施します。
・防犯アプリにて市内の事件、不審者、特殊詐欺などの情報をプッシュ通知で配信し、犯罪や
事件に巻き込まれるのを未然に防ぐための取組を推進します。 3

防犯対策事
業

10201010 市民文化局

29 2202

消防ヘリコプターの安全・確実・
迅速な運航

・消防ヘリコプターによる救助訓練、消火訓練及び消防署との連携訓練等を継続的に実
施します。
・法令に定められた検査に適合するよう自隊による点検整備を徹底し、稼働機体を確保し
ます。

・24時間365日運航体制に必要な人員を確保します。
・新たに採用した操縦士、整備士の運航に必要な資格を取得します。
・運航体制の確立に向けた隊員の養成、教育を行います。

3

航空関係業
務
ヘリコプター
整備事業

10104230

10104050

消防局

30 2203

警察等の広域応援部隊の活動拠
点の整備

・災害時、関係機関の活動拠点としての活用が可能と見込まれる公園、施設等の整備に
あたり、関係機関、施設管理者等と連携しながら活動拠点の拡充も含めた整備について
検討していきます。

・引き続き、活動拠点としての活用が可能と見込まれる公園、施設等の整備にあたり、関係機
関、施設管理者等と連携しながら活動拠点の拡充も含めた整備について検討していきます。

3

防災対策管
理運営事業
危機管理対
策事業

10101010

10101080

危機管理本
部

31 2204

自助・共助による応急救護の取
組（啓発・訓練等）

・大地震等の発生時の応急救護に役立ち、かつ平常時においても活用できる「火傷の手
当て、切り傷等の止血方法、骨折部位の固定方法、心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱い方法」
など、市民等が応急手当方法を習得するための講習を推進していきます。また、負傷者
の搬送方法や災害時における医療体制についても啓発していきます。（消防局）

・各種防災訓練や救命講習会等の機会を通じ、大地震等災害発生時における応急手当
等技能の普及・啓発を推進します。（危機管理本部、各区）

・大地震等災害発生時における自助・共助による応急手当の推進に向けて、啓発冊子の
配布や講座・イベントの開催等による啓発を行います。
（危機管理本部）

・各種防災訓練や救命講習会等を通じて、大地震等の発生時における応急手当に関する技能
の普及等をめざします。防災イベントや防災啓発冊子の配布を通じて、応急手当方法の取組
促進を図ります。（消防局）

・各種防災訓練や会議の機会を通じ、大地震等災害発生時における応急手当等技能の普及・
啓発を推進します。（危機管理本部、各区）

・啓発冊子の配布や、「備える。フェスタ」などの防災イベント、ぼうさい出前講座などの機会を
通じ、応急手当の重要性について啓発を進めます。（危機管理本部）

3

地域課題対
応事業
救急活動事
業
地域防災支
援事業
地域防災推
進事業

50103040-
3100
10601060

10104245

10101020

危機管理本
部
消防局
消防局
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

32 2205

企業が持つ防災資源の提供や人
的支援の協力体制の推進

・市内企業の防災啓発や防災協力の推進を図るため、防災協力事業所登録制度を周知
し、新たな防災協力事業所の登録を推進します。
・防災協力事業所の協力体制の強化を図るため、平時や発災時の連携強化に向けた取
組を推進します。

・市内企業へ防災協力事業所登録制度を周知し、新たな防災協力事業所への登録を推進しま
す。
・防災協力事業所との連携強化や発災時の対応力向上を図るため、、各種訓練や防災イベン
トへの参加依頼、防災関連の情報提供、研修会・連絡会等の実施、アンケート調査、市ＨＰに
よる広報等を実施します。

3

地域防災推
進事業

10101020 危機管理本
部

33 2206

長周期地震動対策の検討・啓発 ・国や学術機関等が行う調査・研究の結果に注視し、長周期地震動特有のリスクや必要
な対策等について、普及啓発を推進します。

・引き続き、国や学術機関等が行う調査・研究の結果に注視し、長周期地震動特有のリスクや
必要な対策等について、普及啓発を推進します。

3

臨海部・津
波防災対策
事業

10101040 危機管理本
部

5
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34 2301

主要駅における帰宅困難者対策
の推進

・帰宅困難者の滞留が想定される市内主要駅周辺において、関係機関と連携しながら帰
宅困難者対策を進めます。
・帰宅困難者が発生した際に、円滑な情報共有及び対策を行うための通信手段を確保し
ます。
（危機管理本部）

・関係団体との定期的な会議や訓練を通じ、関係団体との継続的な連携の構築を図りま
す。（各区）

・市内主要駅周辺において、関係機関との訓練等を年１回以上実施し、災害発生時における
帰宅困難者対策の充実を図ります。
・一時滞在施設に帰宅困難者対策用無線機の配備を行い、通信連絡手段を確保します。
（危機管理本部）

・関係団体との定期的な会議や訓練を通じ、関係団体との継続的な連携の構築を図ります。
（各区）

3

帰宅困難者
対策推進事
業

10101050 危機管理本
部
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

35 2302

広域連携（九都県市・四県市）に
よる帰宅困難者対策の推進

・九都県市及び四県市との共同による帰宅支援ステーションの拡充等、広域で帰宅困難
者対策に取り組みます。
・民間企業等へ、帰宅困難者対策に係る意識啓発を行います。

・九都県市及び四県市と連携し、帰宅支援ステーションの拡充を図ります。
・四県市で実施している「帰宅困難者対策取組企業公表制度」の周知を行い、企業等への意
識啓発を行います。

3

帰宅困難者
対策推進事
業

10101050 危機管理本
部

36 2303

競輪場の拠点機能等の確保・整
備

・災害時に避難場所や活動拠点となる川崎競輪場について、再整備・施設改修を推進し
ます。

・競輪場再整備基本計画に基づき、既存不適格部分の再整備を推進します。
・電気設備改修等の施設改修を推進します。

3

競輪場整備
事業

40902040 経済労働局

37 2304

避難場所等の確保・管理（帰宅困
難者一時滞在施設）

・主要駅における滞留者の混乱抑制を図るため、一時滞在施設の確保を促進します。
・帰宅困難者用一時滞在施設マップを準備し、一時滞在施設への円滑な誘導及び帰宅困
難者の円滑な帰宅支援を行います。

・主要駅周辺において、十分な一時滞在スペースを保有する施設を把握し、管理者と調整を行
い、帰宅困難者一時滞在施設の拡充を図ります。
・帰宅困難者用一時滞在施設マップの補充を行うとともに、施設が拡充された場合には適宜更
新を行います。 3

帰宅困難者
対策推進事
業

10101050 危機管理本
部

38 2305

公的備蓄の適正管理（帰宅困難
者用）

・震災時に発生することが予想される帰宅困難者に対する備蓄物資の計画的な購入及び
一時滞在施設への配備を行います。

・備蓄計画に基づき、計画的な購入及び配備を行うとともに、有効期限が到達する物資につい
ては有効活用を行います。

3

帰宅困難者
対策推進事
業

10101050 危機管理本
部

39 2306

安否確認方法の市民への周知 ・大地震等の発生時に、相互に安否確認がとれない市民のために、安否確認の方法につ
いて周知します。

・市HP、防災啓発冊子、メールニュースかわさき等で、市民への広報を継続し、周知していきま
す。

3

防災施設整
備事業
危機管理対
策事業

10101030

10101080

危機管理本
部

40 2307

交通関係機関の連携強化 ・関係局区と各事業者の連携を通じ災害時等の体制強化を図ります。（危機管理本部）

・交通関係機関の連携強化を図るため、市が主体となる各種訓練等を通じて、対応確認
を行います。（交通局）

・関係団体との会議を実施し、災害時の対応・応援要請等について、体制の強化を図りま
す。（各区）

・関係局区と各事業者の連携を通じ災害時等の体制強化を図ります。（危機管理本部）

・毎年度、市が主体となる各種訓練等の対応確認を行うことにより、交通関係機関の連携強化
を図ります。（交通局）

・関係団体との会議を実施し、災害時の対応・応援要請等について、体制の強化を図ります。
（各区） 3

市バス地域
貢献事業

40704080 危機管理本
部
交通局
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区
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強靱化事
業コード

強靱化事業名 A　事業内容等 B　計画期間の事業目標等

41 2401

災害拠点病院の機能強化（情報
通信・自家発・備蓄）

・民間の災害拠点病院の整備の状況を注視するとともに、各災害拠点病院と密に連携し
ていきます。（健康福祉局）
・市立川崎病院については、新たにエネルギー棟や給水ポンプ棟を整備し、更新時期を
迎えるエネルギー設備などを移設することにより、設備の更新とともに浸水対策を推進し
ます。（病院局）

・民間の災害拠点病院の整備の状況を注視するとともに、各災害拠点病院と密に連携していき
ます。（健康福祉局）
・市立川崎病院については、エネルギーサービス事業を導入することにより、浸水対策ともなる
新たなエネルギー棟や給水ポンプ棟を建設し、エネルギー設備を導入した後も、日常の運転監
視や設備のメンテナンスを一括して効率的かつ安定的に継続します。（病院局）

3

川崎病院の
運営
多摩病院の
運営管理
災害時医療
救護対策事
業

10602010

10602030

10601020

健康福祉局
病院局

42 2407

救急車以外の負傷者等搬送体制
の整備

・保健医療調整本部訓練において、参集したＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）やＤＰＡＴ（災
害派遣精神医療チーム）等とともに、重傷者の搬送等に関する調整を実践し、検証を実施
していきます。

・保健医療調整本部訓練において、参集したＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）やＤＰＡＴ（災害派
遣精神医療チーム）等とともに、重傷者の搬送等に関する調整を実践し、検証を実施していき
ます。

3

災害時医療
救護対策事
業

10601020 健康福祉局

43 2408

災害時のメンタルヘルスケア体
制の整備（DPAT等）

・大地震等の発生直後の精神的ストレス、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ(**)）等の精神
的疾患を負った傷病者に対し、中長期的な視点でこころのケアを行うために、市外各地か
ら派遣が想定される災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の調整や、地域の精神保健関係
機関との連携確保を含めたメンタルヘルスケア体制を構築します。

・災害派遣精神医療チームの派遣及び受入に必要な調整機能の体制を構築、国の研修に職
員を派遣し、発災時に災害派遣精神医療チームとして活動できるよう本市精神保健従事者に
対しても必要な機器の訓練や専門研修を実施します。 3

精神保健事
業

10405070 健康福祉局

44 2409

医薬品等の確保、供給・受援体
制の整備

・訓練等を通じ、発災時の円滑な医薬品等の供給・受援体制の確保を推進していきます。
・発災後3日間の超急性期に必要となる医薬品の行政備蓄について川崎市薬剤師会と業
務委託契約を締結し、医薬品の循環備蓄による医薬品の計画的な備蓄を推進してまいり
ます。
・災害時に使用する災害用外傷セットの行政備蓄について2年に1回の更新作業を行って
いきます。

・訓練等を通じ、発災時の円滑な医薬品等の供給・受援体制の確保を推進していきます。
・発災後3日間の超急性期に必要となる医薬品の行政備蓄について川崎市薬剤師会と業務委
託契約を締結し、医薬品の循環備蓄による医薬品の計画的な備蓄を推進してまいります。
・災害時に使用する災害用外傷セットの行政備蓄について2年に1回の更新作業を行っていき
ます。 3

災害時医療
救護対策事
業

10601020 健康福祉局

45 2501

平時からの予防接種の促進 ・感染症の発生・まん延を防ぐため、平時から予防接種法に基づく予防接種を促進しま
す。

・感染症の発生・まん延を防ぐため、台帳管理システムを活用して対象者への個別通知等を実
施、予防接種の勧奨・通知を行うなど、平時から予防接種法に基づく予防接種を促進します。

3

予防接種事
業

10603010 健康福祉局

46 2502

災害時のトイレ対策の充実 ・災害発生当初からトイレの活用ができるよう、仮設トイレ、マンホールトイレ、携帯用トイ
レ、避難所となる学校のトイレの活用やし尿の収集運搬等について関係部局と検討しま
す。
・仮設トイレ等の設置訓練、災害時のトイレ対策の啓発、携帯用トイレ等の備蓄等を推進
します。
（危機管理本部）

・災害時の避難所等におけるトイレ対策のため、災害用トイレの備蓄を拡充します。
・避難所等において仮設トイレの組立を円滑に行えるよう仮設トイレの組立訓練を実施し
ます。
・家庭内のトイレ対策を推進するため、家庭内における携帯トイレの備蓄について普及啓
発に取り組みます。　　（環境局）

・仮設トイレ組立訓練実施を支援します。
・携帯トイレ等の家庭内備蓄を推進するための普及啓発を実施します。（各区）

・大規模な地震が発生した場合においても、地域におけるトイレ機能を確保することがで
きるように、重要な管きょのうち、避難所や重要な医療機関と水処理センターとを結ぶ管
きょの耐震化の推進します。（上下水道局）

・災害発生当初からトイレの活用ができるよう、仮設トイレ、マンホールトイレ、携帯用トイレ、避
難所となる学校のトイレの活用やし尿の収集運搬等について関係部局と検討するとともに、災
害時のトイレ対策の訓練、啓発、備蓄等を推進します。（危機管理本部）

・川崎市備蓄計画に基づき、災害用トイレの追加備蓄を行います。
・各区の総合防災訓練等において、仮設トイレの組立訓練を実施します。
・携帯トイレの家庭内備蓄についてリーフレット等を用いて広報します。
（環境局）

・仮設トイレ組立訓練実施を支援します。
・携帯トイレ等の家庭内備蓄を推進するための普及啓発を実施します。（各区）

・重要な管きょのうち、避難所や重要な医療機関と水処理センターとを結ぶ管きょの耐震化を
推進します。（上下水道局）

3

地域防災推
進事業
防災施設整
備事業
し尿・浄化
槽収集事業
下水道の管
きょ・施設の
地震対策事
業

10101020

10101030

30202090

10302010

危機管理本
部
環境局
上下水道局
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区
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47 2503

避難所運営体制の整備・強化 ・各避難所に設置されている避難所運営会議に対して、定期的な会議や運営訓練の実施
を働きかけるとともに、必要に応じて検証等を行い、適宜避難所運営マニュアルの更新を
行います。（危機管理本部）

・各避難所における避難所運営会議に対し、定期的な会議や運営訓練の実施を働きか
け、災害時の迅速な体制構築及び適正な運営を推進します。
・避難所開設・運営訓練等を通じて、現行のマニュアルの確認や検証を行うほか、資機材
や設備の動作確認等を実施します。
（各区）

・避難所運営会議を開催している避難所の割合を90％以上とします。
・避難所運営会議における訓練数を１００回以上とします。（危機管理本部）

・避難所運営会議に対して、定期的な会議や開設・運営訓練の実施を働きかけ、災害時の迅
速な体制構築及び適正な運営の推進を支援します。
・避難所開設・運営訓練を通じて、マニュアルの確認や検証を行うほか、資機材や設備の動作
確認実施を支援します。
（各区）

3

地域防災推
進事業

10101020 危機管理本
部
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

48 2504

災害廃棄物等処理計画に基づい
た対策の推進

・大規模な震災等の発生に伴う災害廃棄物等の円滑な処理を推進するために川崎市災
害廃棄物等処理計画を策定しており、適宜、計画の見直しを図り、災害廃棄物の収集・処
理体制の確保に向けて取組を推進します。

・災害廃棄物対策指針（環境省）、災害廃棄物処理計画（神奈川県）等を踏まえ、適宜見直しを
図り、災害廃棄物の収集・処理体制の確保に向けて取組を推進します。

3

廃棄物企画
調整事業

30202070 環境局

49 2505

遺体安置所の運営体制の強化 大規模災害時における円滑かつ迅速な遺体安置所の設置・運営に向けて、関係局区や
関係団体との連携体制を整備します。（危機管理本部）

・葬祭用品等の調達及び遺体搬送車両等の確保について、災害時協定締結団体等との
連携を図り、遺体安置所の円滑な運営を支援します。（健康福祉局）

・遺体安置所の運営に関する施設、警察、医師会等関係者の認識の共有を図ります。
（区）

・訓練や研修等を通じて、遺体安置所に関する関係局区における認識の共有、職員の知識等
の向上、マニュアルの見直しを行います。（危機管理本部）

・平時から、災害時協定締結団体等とのコミュニケーション及び情報共有を図り、災害発生時
における締結が適切に実効されるよう、適宜、連携スキームの見直し等を図っていきます。（健
康福祉局）

・遺体安置所の運営に関する施設、警察、医師会等関係者の認識の共有を図ります。（区）
3

防災対策管
理運営事業

10101010 危機管理本
部
健康福祉局
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

50 2506

災害時における火葬体制の整備 ・大規模災害時における円滑かつ迅速な火葬の実施に向けて、関係局や警察等の関係
機関との連携体制を整備します。（危機管理本部）

・災害時に備え、火葬炉設備の定期的なメンテナンスを実施するとともに、指定管理者に
よる訓練を実施します。
・神奈川県等の関係団体と連携し、災害時に備えた連携体制を構築します。
・葬祭場災害時対応マニュアルの検証と併せて、災害時火葬計画の検討を継続的に行い
ます。
（健康福祉局）

・警察等の関係機関との連絡体制の構築及び実施スキームの整備を行います。
（危機管理本部）

・火葬炉設備の定期的なメンテナンスを実施するとともに、指定管理者による訓練を実施し、災
害時における火葬炉の機能維持を推進します。
・神奈川県火葬行政連絡会を通じ、他都市との意見交換を行うとともに、県が実施する広域通
信訓練に指定管理者とともに参加し、連携体制を強化します。
・葬祭場災害時マニュアルを検証し、災害時火葬件数計画に基づく実施に向けた検討を、継続
的に行います。（健康福祉局）

3

葬祭場管理
運営事業

10603070 危機管理本
部
健康福祉局

51 2602

避難所補完施設等の確保・管理 ・指定緊急避難場所の代替施設となる避難所補完施設や一時避難場所を確保し、登録情
報を適正に管理します。（危機管理本部）

・県立高校・町内会館等の使用について、関係団体と協議するなど、災害時に適正に活
用できる取組を推進します。（各区）

・避難所補完施設及び一時避難場所の登録情報の適正な管理・運用を実施します。
・私立学校、大学、民間企業などの施設を活用できるよう、協定等の締結を推進するとともに、
町内会館の使用について関係団体等と協議し、一時避難場所や補完施設等を確保します。
（危機管理本部）

・県立高校・町内会館等の使用について、関係団体と協議するなど、災害時に適正に活用でき
る取組を推進します。（各区）

3

防災対策管
理運営事業

10101010 危機管理本
部
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

52 2603

二次避難所の確保、運営体制の
整備

・市内福祉法人本部へのヒアリングや、老施協などの関係団体との議論を行い、実効性
の高い仕組みづくりについて検討を進めます。
・「二次避難所開設・訓練に必要な物資の購入に関する負担金」を実施し、備蓄物資購入
と訓練実施を進めます。
・二次避難所と各区・健康福祉局における円滑な情報交換を実現する「災害福祉システ
ム」を導入します。

・二次避難所協定の内容の見直し、整理を行います。
・二次避難所開設に必要な備蓄物資を整備します。また、発災時の電源確保策として、二次避
難所開設予定施設に対しポータブル予備電源の設置を進めます。
・「災害福祉システム」の導入及び円滑な運用のため、定期的な情報伝達訓練を実施します。

3

災害救助そ
の他援護事
業

10401070 健康福祉局
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53 2604

応急仮設住宅に係る体制の整備 ・県、横浜市、相模原市及び関係団体との情報共有や運営訓練の実施により、賃貸型応
急住宅や建設型応急住宅の迅速かつ円滑な供給に向けた体制づくりを推進します。

・賃貸型応急住宅や建設型応急住宅の迅速かつ円滑な供給に向け、体制の構築を図ります。

3

民間賃貸住
宅等居住支
援推進事業

10406050 まちづくり局

54 2605

地域やボランティアと連携した避
難者支援体制の構築

・大規模災害時における円滑かつ迅速な被災者支援に向けて、行政・地域・災害ボラン
ティア関係団体が連携・協働した体制を整備します。（危機管理本部）

・災害ボランティアセンターの設置・運営に向けて、かわさき市民活動センターとの連携を
推進（市民文化局）

・継続して庁内関係者と連携した上で、関係団体と協議、検討を行い、より効率的かつ効
果的な災害ボランティアセンターの設置・運営に向けて、関係団体との連携体制構築を推
進していきます。（健康福祉局）

・災害ボランティアセンターのより効率的かつ効果的な設置・運営に向けて、行政と関係団体と
の役割分担を整理し、協定やマニュアルの見直しを行います。
・国の動向等を踏まえ、行政、地域、災害ボランティアセンター、ＮＰＯ等の専門性を有する災
害ボランティア団体が連携・協働して被災者支援に取り組む体制を整備します。（危機管理本
部）

・継続して関係団体と協議、検討を行い、より効率的かつ効果的な災害ボランティアセンターの
設置・運営に向けて、かわさき市民活動センターと連携していきます。（市民文化局）

・継続して関係団体と協議、検討を行い、より効率的かつ効果的な災害ボランティアセンターの
設置・運営に向けて、関係団体と連携していきます。（健康福祉局）

3

地域防災推
進事業

10101020 危機管理本
部
健康福祉局
市民文化局

55 3101

災害対策活動の中枢拠点となる
新本庁舎の整備

・非常用電源に加え、ガスコージェネレーションシステム等による供給電源の多重化を図
ることにより、商用電源のバックアップを行うとともに、第3庁舎への電力融通を可能とする
など、災害対策活動の中枢拠点に必要な高いＢＣＰ性能を有する新本庁舎を整備します。

・新本庁舎が計画どおり令和4年度末に竣工するよう、引き続き円滑な事業執行を推進しま
す。

本庁舎等建
替事業

10101070 総務企画局

【評価理由】
目標とする令和４年度までの新本庁舎の竣工について、新型コロナウイルス感染拡大に起因
し、中国各地で実施されたロックダウンの影響に伴うカーテンウォール工事の遅れにより、令和
５年度に変更したため。

【目標達成への取組】
工期の検討を行い、新本庁舎新築工事の外装工事を担当する会社の企業努力を得て、カーテ
ンウォールを分割して納入し、順次施工するなどによる工程の見直しとともに、全請負業者１１
社との調整を経て、事業計画の遅れを最小限とし、令和５年６月に竣工した。

56 3102

災害対策本部バックアップ体制
の整備

・本庁舎バックアップ施設として、多摩防災センターで想定される災害対応の内容につい
て、検討していきます。
・整備されている情報通信機器について、適切な維持管理を行い老朽化に伴う設備更新
を実施します。

・本庁舎バックアップ施設として、多摩防災センターで想定される災害対応の内容について、検
討していきます。
・整備されている情報通信機器について、適切な維持管理を行い老朽化に伴う設備更新を実
施します。

3

危機管理対
策事業

10101080 危機管理本
部

4
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No C　評価 所管局
関連する事
務事業名

関連する事
務事業コー

ド
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強靱化事業名 A　事業内容等 B　計画期間の事業目標等

57 3103

業務継続体制（BCP）の整備・充
実

・本市のＢＣＰの実効性を確保する各種取組を実施し、初動体制・応急体制の充実を推進
します。（危機管理本部）

・年度当初の異動に伴う職務代理者や動員名簿を確認し、BCPの体制確保を行います。
（総務企画局）

・業務継続体制（BCP）の整備・充実を図ります。（財政局）

・異動等に伴う動員リストの更新、組織改編による局マニュアルの更新や訓練を行う。（市
民文化局）

・毎年度局内におけるBCPの実効性を検証しながら、研修や訓練を行い、適宜局の危機
管理マニュアルの改訂を行います。
・毎年、年度当初の異動等に伴う連絡先や職務代行者の確認を実施し、BCPの体制確保
を行います。（経済労働局）

・ＢＣＰの適宜改訂に向けて、全庁的な調整を行います。また訓練等の検証を通じたＢＣＰの見
直しを、適宜実施します。（危機管理本部）

・研修・訓練等により、職員の意識向上を図るとともに、BCPの実効性を確保し、適宜計画の見
直しを行います。
（総務企画局）

・引き続き、研修・訓練等により、BCPの実効性の検証を行い、その検証結果を踏まえ、適宜、
計画の改訂を行います。
・年度当初の異動等に伴う連絡先や職務代行者等の確認を行います。
（財政局）

・発災時に所管施設を管理する指定管理者等と円滑な情報共有ができるよう、訓練等を行い
ます。（市民文化局）

・毎年度行う局内の防災研修や訓練等を通じ、職員の防災意識の醸成とともに、BCPの検証を
行いながら危機管理マニュアルの実効性を高めます。（経済労働局）

3

地域防災推
進事業

10101020 危機管理本
部
総務企画局
財政局
市民文化局
経済労働局

57 3103

業務継続体制（BCP）の整備・充
実

・職員向けの研修や庁内訓練等を行い、BCPの実効性の検証を図ります。また、研修や
訓練等の検証結果を踏まえ、課題等を整理するとともに、適宜、マニュアル等の見直しを
行うことにより、災害等が起こった場合の初動体制・応急体制の充実を推進します。
・年度切り替え等のタイミングで、連絡先や職務代行者等の確認を行います。（環境局）

・研修・訓練等により、BCPの実効性の検証を行い、その検証結果を踏まえ、適宜、計画
の改訂を行うことにより、本市における初動体制・応急体制の充実を推進します。
・毎年、年度当初の異動等に伴う連絡先や職務代行者等の確認を実施します。
（健康福祉局）

・業務継続計画の実効性を高めるため、局内の実情に合わせて初動体制・応急体制の整
備を実施します。
・組織改編等に伴い、緊急連絡網の確認や職務代行者等の確認を実施します。（こども未
来局）

・職員向けの研修や庁内訓練等を行い、BCPの実効性の検証を図ります。また、研修や訓練
等の検証結果を踏まえ、課題等を整理するとともに、適宜、マニュアル等の見直しを行うことに
より、災害等が起こった場合の初動体制・応急体制の充実を推進します。
・年度切り替え等のタイミングで、連絡先や職務代行者等の確認を行います。
（環境局）

・研修・訓練等により、BCPの実効性の検証を行い、その検証結果を踏まえ、適宜、計画の改
訂を行うことにより、本市における初動体制・応急体制の充実を推進します。
・毎年、年度当初の異動等に伴う連絡先や職務代行者等の確認を実施します。
（健康福祉局）

・局の課題等を整理することで、業務継続計画の整備・充実を図っていきます。（こども未来局）

3

地域防災推
進事業

10101020 環境局
健康福祉局
こども未来
局

57 3103

業務継続体制（BCP）の整備・充
実

・初動体制・応急体制について必要な検証を行い、ＢＣＰの整備・充実のための取組を実
施します。
（まちづくり局）

・研修・訓練等により防災計画の検証を実施し、適宜、計画の改定等を行うことにより、応
急対策の充実を図ります。（建設緑政局）

・研修・訓練等により、ＢＣＰの実効性について検証し、適宜計画等の見直しを行うことで、局に
おける初動体制・応急体制の充実を図ります。
・毎年度の人事異動等に際して、連絡先や職務代行者等の確認を遅滞なく実施します。
（まちづくり局）

・研修・訓練等により防災計画の検証を実施し、適宜、計画の改定等を行うことにより、応急対
策の充実を図ります。（建設緑政局）

3

地域防災推
進事業

10101020 まちづくり局
建設緑政局
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ド
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57 3103

業務継続体制（BCP）の整備・充
実

・港湾における行動計画（港湾BCP）風水害編を適宜更新します。（港湾局）

・本部内の初動体制、応急体制を充実させるため、地震、火災、風水害、コンビナートの災
害を想定し、情報伝達および図上訓練を行っています。（臨海部）

・会計室内における訓練の実施により、防災への意識を高めると共に、業務継続計画に
基づく災害時の対応や会計部としての役割における認識を高めます。（会計室）

・大規模地震や激甚化する風水害などを踏まえ、ＰＤＣＡサイクルによる訓練の実施、振り
返り、改善を継続的に行い、上下水道局防災計画及び業務継続計画の検証・見直しによ
る実効性の向上、災害対応能力の強化を進めます。（上下水道局）

・初動体制・応急体制の充実を図るため、訓練等により、BCPや交通局危機管理対応マ
ニュアルの実効性を検証します。（交通局）

・近年激甚化する風水害等、地震以外の災害にも対応するための港湾における行動計画（港
湾BCP）風水害編の適宜更新を行います。（港湾局）

・本部内の初動体制、応急体制を充実させるため、地震、火災、風水害、コンビナートの災害を
想定し、情報伝達および図上訓練を行います。⇒情報伝達および図上訓練を毎年度１回実施
します。（臨海部）

・毎年度、会計室内での防災訓練を実施し、初動対応等や職員各自における対応について確
認を行うと共に、防災等に関する知識の向上につなげます。
・室内の危機管理マニュアルを必要に応じて改定し、室内職員へ周知します。（会計室）

・職員を対象とした訓練・研修を年3回実施します。
他事業体等との訓練を年4回実施します。（上下水道局）

・毎年度、危機管理室と連携した訓練や局独自の訓練を通じて、BCPや交通局危機管理対応
マニュアルの実効性を検証し、適宜BCPやマニュアルの改訂を行うことで、初動体制・応急体
制の充実を推進します。（交通局）

3

地域防災推
進事業
水道・工業
用水道の危
機管理対策
事業
下水道事業
の危機管理
対策事業

10101020

10301060

10302070

港湾局
臨海部
会計室
上下水道局
交通局

57 3103

業務継続体制（BCP）の整備・充
実

・異動、組織改正に対応した動員名簿の整備を行い、初動体制の確立を図ります。また、
ＢＣＰの実効性の検証を行い適宜修正を行います。（川崎区）

・区役所各課において初動体制・応急体制を確立するとともに、区本部訓練等により、計
画の実効性の検証を行い、その結果を反映させることにより、区における業務継続計画
（BCP)の整備・充実を図ります。
また、年度当初等、区内の緊急連絡先や職務代行者等の確認を遅滞なく実施します。
（幸区）

・業務継続計画の実効性を高めるため、局内の実情に合わせて初動体制・応急体制の整
備を実施します。
・組織改編等に伴い、緊急連絡網の確認や職務代行者等の確認を実施します。
（中原区）

・異動等に対応した区および各所属の連絡体制を確保し初動体制を確立します。毎年ＢＣＰの
確認を行い実効性を高めます。（川崎区）

・引き続き、研修・訓練等により、業務継続計画（BCP）の実効性の検証を行い、その検証結果
を踏まえ、適宜、計画の改訂を行います。
（幸区）

・局の課題等を整理することで、業務継続計画の整備・充実を図っていきます。
（中原区） 3

地域防災推
進事業

10101020 川崎区
幸区
中原区

57 3103

業務継続体制（BCP）の整備・充
実

・業務継続体制（BCP）の整備・充実
を図ります。（高津区）

・初動対応職員研修や震災時の区本部設置訓練の実施により初動・応急体制を確立し、
適宜区計画及び関係マニュアルの改訂を実施します。
（宮前区）

・業務継続計画の実効性を高めるため、区の実情に合わせて初動体制・応急体制の整備
を実施します。
・毎年度初め、異動等に伴い、緊急連絡網の整備や職務代行者等の確認を実施します。
（多摩区）

・区本部訓練を実施する際には、BCPの発動を検討する項目を設け、具体的な検討を進
めていきます。
（麻生区）

・訓練等により、BCPの実効性の検証を行い、その検証結果を踏まえ、適宜、体制等を見直し
を行うことにより、初動体制・応急体制の充実を推進します。
・毎年、年度当初の異動等に伴う連絡先や職務代行者等の確認を実施します。（高津区）

・各種研修及び訓練を通じて、震災時の初動体制を確立し、関係マニュアルの実効性を高めま
す。
（宮前区）

・区の業務・課題等を整理し、業務継続計画の整備・充実を図っていきます。
（多摩区）

・災害シミュレーション訓練を実施する際にはBCPの発動を検討する項目を設ける等、BCPの
体制について継続して検討していく機会を設けます。
（麻生区）

3

地域防災推
進事業

10101020 高津区
宮前区
多摩区
麻生区
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57 3103

業務継続体制（BCP）の整備・充
実

・訓練等により、業務継続計画（BCP）の実効性の検証を行い、その結果を踏まえ、適宜、
計画の改訂を検討することにより、病院局における初動体制・応急体制の充実を推進しま
す。
・毎年、年度当初の異動等に伴う連絡先や職務代行者等の確認を実施します。
（病院局）

・大規模災害等発生時に備え、消防力・消防体制の維持のため、初動体制の充実を図り
ます。
（消防局）

・局内における訓練等により、計画の実効性の検証を行い、その結果を反映させることに
より、本市における業務継続体制（BCP)の整備・充実を図ります。また、年度当初等、局
内の緊急連絡先や職務代行者等の確認を遅滞なく実施します。
（市民オンブズマン事務局）

・毎年度人事異動内示後に、速やかに事務局管理職や市立学校管理職の連絡先の確認
を実施し、連絡体制の確保に努めます。
（教育委員会事務局）

・業務継続計画（BCP）に基づく職員参集訓練及び初動体制・応急体制による情報収集・伝達
訓練を行い、業務継続計画（BCP）の実効性の検証を継続します。
・毎年、年度当初の異動等に伴う連絡先や職務代行者等の確認を継続します。
（病院局）

・業務継続計画の非常時優先業務等を適宜見直し、初動対応の万全を図ります。
（消防局）

・局内における訓練等により、計画の実効性の検証を行い、その結果を踏まえ、適時、計画の
改定を行うことにより、本市における業務継続体制（BCP)の整備・充実を推進します。
（市民オンブズマン事務局）

・危機管理本部と連携、調整しながら、適宜、業務継続計画（BCP）の改訂を行い、初動体制・
応急体制の充実を推進します。
（教育委員会事務局）

3

地域防災推
進事業

10101020 病院局
消防局
市民オンブ
ズマン事務
局
教育委員会
事務局

57 3103

業務継続体制（BCP）の整備・充
実

・局内における訓練や、職員の研修参加を通じＢＣＰの実効性に関する検証および知識の
取得を図り、業務継続体制の充実を推進します。
また、年度当初の局内の緊急連絡先や職務代行者等の確認を遅延なく実施します。
（選挙管理委員会事務局）

・研修、訓練等により、ＢＣＰの実効性の検証を行い、その検証結果を踏まえ、適宜、計画
の改訂を行うことにより、本市における初動態勢・応急体制の充実を推進します。
（監査事務局）

・異動等に伴う連絡先の変更や職務代行者等の確認を遅滞なく迅速に行い、また、BCP
に基づく研修や訓練等において、BCPの実効性の検証を行い、BCPの継続的な更新・管
理に取り組んでいきます。（人事委員会事務局）

・議会局危機管理対処方針の周知を行います。
・初動対応能力の向上を図るため、川崎市議会避難訓練を実施します。
・災害時等緊急連絡システムによる安否確認訓練を実施します。
・川崎市議会大規模災害対応指針の内容を踏まえた備蓄物資を確保します。（議会局）

・選挙管理委員会事務局内での防災訓練の実施や、災害対応に関する各種研修会等への職
員の派遣を行い、防災等に関する知識の向上や対応力の向上につなげます。
（選挙管理委員会事務局）

・毎年度、研修、訓練等により、ＢＣＰの実効性の検証を行い、その検証結果を踏まえ、適宜、
計画の改訂を行うことにより、本市における初動態勢・応急体制の充実を推進します。（監査事
務局）

・毎年度、異動等に伴う連絡先の変更や職務代行者等の確認を遅滞なく迅速に行い、また、
BCPに基づく研修や訓練等において、BCPの実効性の検証を行い、BCPの継続的な更新・管
理に取り組んでいきます。（人事委員会事務局）

・局内における議会局危機管理対処方針の周知を行います。
・引き続き初動対応能力の向上を図るため、避難訓練及び災害時緊急連絡システムによる安
否確認訓練を実施します。
・川崎市議会大規模災害対応指針の内容を踏まえた備蓄物資を確保します。
（議会局）

3

地域防災推
進事業

10101020 選挙管理委
員会事務局
監査事務局
人事委員会
事務局
議会局

58 3104

迅速な初動対応に向けた体制整
備

・災害対策本部及び区本部が発災時に迅速かつ的確な対応を実施できるよう、参集体制
や初動体制の整備、職員に対する研修・訓練等を通じ、不断の初動体制強化を推進しま
す。（危機管理本部、各区）

・避難所に参集する避難所運営要員の早期指定や、各研修・訓練を通じて、職員の対応能力
向上やマニュアルの修正等を実施します。（危機管理本部）

・地震や風水害の災害を想定した総合防災訓練や風水害対応研修を実施し、職員の対応能力
向上を図ります。（各区） 3

危機管理対
策事業

10101080 危機管理本
部

川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

59 3105

職員の防災意識・防災対応能力
の向上に向けた取組の推進

・市職員一人一人に対して、継続的な訓練・研修を実施しつつ、市全体の防災意識、防災
対応能力の向上を図ります。（危機管理本部）

・部署や職員によって防災意識・災害対応等に差が出ないよう、風水害対応研修や効果
的な研修・訓練等を実施し、区職員の防災意識・防災対応能力の向上を推進します。（各
区）

・継続した職員に対する防災意識、防災対応能力の向上のため、年度内に複数回の訓練・研
修を実施していきます。（危機管理本部）

・区本部開設・運営訓練及び避難所の開設に係る各種研修を実施します。（各区）

3

防災対策管
理運営事業

10101010 危機管理本
部

川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

12
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60 4101

総合防災情報システムの安定運
用と強化

・総合防災情報システムを安定的かつ円滑に運用するとともに、継続的にシステム改修を
行い機能改善を図ります。

・総合防災情報システムを安定的かつ円滑に運用するとともに、継続的にシステム改修を行い
機能改善を図ります。

3

防災施設整
備事業

10101030 危機管理本
部

61 4102

情報通信機能の強化 ・可用性、冗長性、信頼性の確保されたデータセンターで総合防災情報システム等を運用
することにより、激甚災害時にも各種システムが利用できるようにします。（危機管理本
部）

・可用性、冗長性、信頼性の確保されたデータセンターで総合防災情報システム等を運用する
ことにより、激甚災害時にも各種システムが利用できるようにします。（危機管理本部）

3

防災施設整
備事業

10101030 危機管理本
部

62 4201

総合防災情報システムを利用し
た情報収集・伝達体制の強化

・総合防災情報システムの操作研修を定期的に実施することにより、情報収集・伝達体制
維持・強化を推進します。
・訓練や実災害への対応を通じ、適宜運用の改善を図ります。

・総合防災情報システムの操作研修を定期的に実施することにより、情報収集・伝達体制維
持・強化を推進します。
・訓練や実災害への対応を通じ、適宜運用の改善を図ります。

3

防災施設整
備事業

10101030 危機管理本
部

63 4202

社会福祉施設との情報伝達体制
の整備

・特別養護老人ホーム等の高齢者福祉施設及び障がい者福祉支援施設にデジタルＭＣＡ
業務用無線機を引き続き設置し、建物の被害状況や施設利用者の安否確認を早期に行
うとともに、一次避難所に避難した高齢者や障がい者の中で、二次避難所での受け入れ
が必要な方へ対応を円滑に図ります。
・各情報の効率的な情報連携のため、インターネットにアクセス可能な媒体であれば使用
可能な、新たな情報共有システムを導入します。

・特別養護老人ホーム等の高齢者福祉施設及び障がい者福祉支援施設など、二次避難所とし
て利用される施設に対し、引き続きデジタルＭＣＡ業務用無線機を設置し、建物の被害状況や
施設利用者の安否確認を早期に行える体制を整備します。
・インターネットにアクセス可能な媒体であれば使用可能な、情報共有システムを導入し、より
早急に各情報を集約する体制を整備するとともに、事業所間同士の共助の一助とします。その
上で定期的な情報伝達訓練により、社会福祉施設との情報伝達体制を確立します。 3

災害救助そ
の他援護事
業

10401070 健康福祉局

64 4203

災害情報カメラの整備・運用 ・整備されている災害情報カメラについて、適切な維持管理を行い、老朽化に伴う設備更
新を実施します。

・整備されている情報通信機器について、適切な維持管理を行い、老朽化に伴う設備更新を実
施します。

3

防災施設整
備事業

10101030 危機管理本
部

65 4204

水位計・地震計の整備・運用 ・整備されている水位計・地震計について、適切な維持管理を行い、老朽化に伴う設備更
新を実施します。

・整備されている情報通信機器について、適切な維持管理を行い、老朽化に伴う設備更新を実
施します。

3
防災施設整
備事業

10101030 危機管理本
部

66 4205

災害時における広報の充実 ・市が運営する、市ホームページ、メールニュースかわさき等の情報伝達手段に加え、Ｌア
ラート（災害情報共有システム）やシステム連携により、テレビ、ラジオ、民間ポータルサイ
ト、民間アプリ等のメディアからも災害情報を入手できるよう環境を整備し、適切に運用し
ます。
・災害時に市民が適切に情報を入手できるよう、啓発冊子の配布や講座・イベントの開催
等による啓発を行います。（危機管理本部）

・災害時における広報充実のため、市ホームページを活用した情報伝達を継続して行い
ます。（総務企画局）

・市が運営する、市ホームページ、メールニュースかわさき等の情報伝達手段に加え、Ｌアラー
ト（災害情報共有システム）やシステム連携により、テレビ、ラジオ、民間ポータルサイト、民間
アプリ等のメディアからも災害情報を入手できるよう環境を整備し、適切に運用します。
・啓発冊子の配布や、「備える。フェスタ」などの防災イベント、ぼうさい出前講座などの機会を
通じ、災害時の情報入手について啓発を進めます。（危機管理本部）

・災害時における広報充実のため、市ホームページを活用した情報伝達を継続して行います。
（総務企画局）

3

危機管理対
策事業

10101030 危機管理本
部
総務企画局

67 4206

外国人市民等への災害情報の発
信

・災害時の外国人支援を円滑に行うため、災害時多言語支援センターを設置し、災害情
報の翻訳や、外国人市民からの相談や問い合わせに対応できるよう訓練等を実施しま
す。
・また、状況に応じて、やさしい日本語や多言語による緊急情報を市ホームページやSNS
で発信します。

・年1回、災害時多言語支援センターの設置訓練を実施し、計画の実行性の検証を行うととも
に、効果的な情報発信に向けた取組を推進します。
・緊急時に情報を適切なタイミングで発信できるよう、災害時多言語支援センターや関係部署と
の連携を図ります。 3

国際交流セ
ンター管理
運営事業

40901050 市民文化局

13
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68 5103

臨海部の緊急輸送道路の維持管
理

・臨海部の緊急物資輸送道路指定路線の安全性を確保するため、適正な維持管理を推
進します。
・老朽化した緊急輸送道路の改修を推進します。

・緊急物資輸送路の安全性を確保するため、適正な維持管理を実施し、老朽化した道路の改
修を行います。（対象：5路線）

3

港湾施設維
持管理事業

40402150 港湾局

69 5107

農業用施設等の保守管理 ・農業振興地域内の農業用施設、公有施設を対象とした改修工事を実施します。 ・未改修の農業用施設の補修を行います。

3

農業生産基
盤維持・管
理事業

40104030 経済労働局

70 5108

農業用ため池の適正管理 ・農業用ため池を対象とした巡回、除草等を実施し、ため池の継続的な維持管理を行いま
す。

・農業用ため池を対象とした巡回、除草等を実施します。

3

農業生産基
盤維持・管
理事業

40104030 経済労働局

71 5110

生産緑地の指定の推進 ・生産緑地地区の指定の推進により、都市農地の保全を図ります。
・特定生産緑地制度の周知徹底に努め、指定を推進します。

・生産緑地の新規追加、拡大指定を行います。（目標：年間指定面積　12,000㎡）
・特定生産緑地の指定を推進します。

3

農環境保
全・活用事
業

30304010 経済労働局

72 5111

広域交通ネットワーク等の形成
の推進

・鉄道・道路に係る広域交通ネットワーク等の形成を目指し、災害時においても有効に活
用できるよう検討します。

・鉄道や広域的な幹線道路等の整備による防災性の高い交通ネットワーク等の形成を目指
し、国や他自治体、鉄道事業者等と連携し、事業を推進します。

3

総合交通計
画調査事業
鉄道計画関
連事業

40701010

40701020

まちづくり局

73 5112

道路機能の早期復旧体制の整備 ・災害時協定の見直し・検証を通じて、道路機能の早期回復に向けた体制整備を推進しま
す。（危機管理本部、区）

・関係事業者との情報共有や訓練等による検証を通じて、対応マニュアルや連携体制等
の確認を行い、道路機能の早期回復に向けた体制整備を推進します。（建設緑政局）

関係主管局との情報共有や災害対応時の検証を通じて、協定（特設作業隊等）やマニュアル、
連携体制等の整理を行います。（危機管理本部、区）

・関係事業者との情報共有化や、防災訓練等による検証を通じて、道路機能の早期回復を推
進します。（建設緑政局）

3

道路・橋りょ
う等の維持
補修事業
防災対策管
理運営事業

10204020

10101010

危機管理本
部
建設緑政局
川崎区
幸区
中原区
高津区
宮前区
多摩区
麻生区

74 5113

港湾BCPの風水害編の策定 ・令和3年3月に策定した港湾における行動計画（港湾BCP）風水害編を適宜更新します。 ・近年激甚化する風水害等、地震以外の災害にも対応するための港湾における行動計画（港
湾BCP）風水害編を、関係機関の実施する訓練等に参加・検証し、適宜更新を行います。

3

地域防災推
進事業

10101020 港湾局

75 5114

港湾BCPの運用、訓練の実施 ・港湾における行動計画（港湾BCP）に基づく訓練等を実施します。 ・港湾における行動計画（港湾BCP）に基づく訓練等を継続し、適宜計画の更新を行います。

3

地域防災推
進事業

10101020 港湾局

76 5115

緊急輸送道路・緊急交通路につ
いての市民への周知

・緊急輸送道路、緊急交通路の目的などについて、市ホームページなどを活用し、周知し
ます。

・緊急輸送道路、緊急交通路の目的などについて、市ホームページなどを活用し、周知しま
す。

3

地域防災推
進事業

10101020 建設緑政局

14



No C　評価 所管局
関連する事
務事業名

関連する事
務事業コー

ド

かわさき強靭化計画　令和４年度　進捗結果一覧　【重点事業以外の事業】

強靱化事
業コード

強靱化事業名 A　事業内容等 B　計画期間の事業目標等

77 5201

ライフライン関係団体との連携強
化

・平時からライフライン事業者及び関係局区における情報共有等を行い、災害時における
迅速なライフラインの復旧に向けた連携体制を構築します。

・毎年度、連絡体制の確認を行うとともに、ライフライン連絡会議等を通じて、情報共有、意見
交換等を行い、必要に応じて災害時における連携体制の見直しを行います。

3

危機管理対
策事業

10101080 危機管理本
部

78 5301

コンビナート関連施設における特
定防災施設等の整備

・大規模地震発生時等における石油コンビナート地区の災害の発生や拡大の防止及び被
害の軽減を図るため、特定事業所の特定防災施設等の地震津波対策の応急措置の実施
を指導します。
・特定事業所に対し、講習会や立入検査等の機会を捉えて指導を実施します。

・特定事業所の特定防災施設等の地震津波対策の策定を指導するとともに、対策の多重化に
ついて指導します。

3

危険物施設
等規制事業

10104130 消防局

79 5302

屋外タンクの耐震化対策の推進 ・内部浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の耐震基準適合については、令和6年3月31日に改
修期限が設定されていますが、引き続き危険物担当者講習会及び立入検査等を通じて早
期耐震改修を指導していきます。

・現在、内部浮き蓋付き特定屋外タンク：60基中41基が適合済み（改修率は65.5％）ですが、改
修期限にかかわらず早期の耐震化について指導していきます。

3

危険物施設
等規制事業

10104130 消防局

80 5303

石油コンビナートにおける補完体
制の整備

・県内外への消防隊への応援要請等、不足する消防力の補完体制を整備し、事業所等と
連携を推進していきます。

・不足する消防力の補完体制については、共同防災隊の応援要請及び受援計画に基づく県内
外の消防力の応援要請並びに大容量泡放射システムの要請について事業所等と連携を推進
していきます。 3

活動計画・
出場計画に
関する事務

10104200 消防局

81 5304

消防艇の運用・維持管理 ・旧第5、第6川崎丸から、大小2艇体制となり、機能も強化された消防艇「かわさき」、消防
艇「うみかぜ」について、適正に運用、維持管理を実施します。

消防艇「かわさき」、消防艇「うみかぜ」について、適正に運用、維持管理を実施します。
・消防艇（2艇体制）の運用・維持管理
・消防艇の船舶検査（中間）
・消防艇の船舶検査（定期） 3

消防艇管理
事業

10104040 消防局

82 5305

臨海部民間施設との情報共有体
制の確立

・臨海部における災害の未然防止、災害の拡大防止、市民及び従業員等の安全確保等
を図るため、協議・検討を行い、臨海部企業との情報共有体制を推進します。（危機管理
本部）

・川崎臨海部広域防災訓練に参加し、災害時における立地企業との連絡調整体制強化を
行います。（港湾局）

・川崎臨海部防災協議会において、防災･減災の取組、企業・行政間連携、企業の事業継
続等に係る事項の協議・検討を行います。
・臨海部の事業所、国、県、市などが連携して毎年、川崎臨海部広域防災訓練を開催し、
情報共有体制の確立等を推進します。（臨海部国際戦略本部）

・川崎臨海部防災協議会への参加及び川崎区危機管理地域協議会において情報共有を
図ります。（川崎区）

・川崎臨海部防災協議会等にて、継続して防災･減災に関する事項、企業行政間連携、企業の
事業継続に係る事項等の協議・検討を行うととももに、訓練等を通じて、情報共有体制を確認
します。（危機管理本部）

・川崎臨海部広域防災訓練への参加をとおして災害時における立地企業との連携強化を推進
します。（港湾局）

・災害対応力の向上と関係機関の連携強化を図るため、川崎臨海部防災協議会を年2回、川
崎臨海部広域防災訓練を年1回行います。（臨海部国際戦略本部）

・毎年、臨海部広域防災訓練へ参加すると共に川崎区危機管理地域協議会において情報共
有を図ります。（川崎区）

3

臨海部・津
波防災対策
事業

10101040 危機管理本
部
港湾局
臨海部国際
戦略本部
川崎区

83 5306

石油コンビナートに係る防災対策
の実施

・石油コンビナート等特別防災区域での各種災害に対応した自衛消防組織及び共同防災
組織との訓練を通じ、災害対応力の強化を図ります。（消防局）

・臨海部における災害の未然防止と被害の拡大防止を図るため、臨海部防災対策計画を
踏まえ、関係機関と連携して、臨海部の防災対策を推進します。（危機管理本部）

・石油コンビナート災害活動指針に基づき、石油コンビナート等特別防災区域内で情報収集及
び放水活動訓練を実施し、災害対応時の連携強化を図ります。（消防局）

・臨海部防災対策計画に基づく、訓練や対策を実施します。
・神奈川県石油コンビナート等防災本部が実施する会議や訓練等に関係機関とともに参加し、
連携強化を図ります。（危機管理本部） 3

警防活動事
業
臨海部・津
波防災対策
事業

10104070

10101040

消防局
危機管理本
部
関係局

15



No C　評価 所管局
関連する事
務事業名

関連する事
務事業コー

ド

かわさき強靭化計画　令和４年度　進捗結果一覧　【重点事業以外の事業】

強靱化事
業コード

強靱化事業名 A　事業内容等 B　計画期間の事業目標等

84 5307

危険物施設等の風水害対策の推
進

・台風等による風水害発生時における石油コンビナート地区の被害を局限化するため、石
油コンビナート地区における危険物施設等からの危険物流出防止、出火防止を目的とし、
危険物施設等に事故が発生した場合もその影響を極小化・局限化し速やかな回復ができ
ることを念頭に、風水害対策を推進し、国土強靭化につなげます。

・令和2年3月に危険物施設の風水害対策ガイドラインが取りまとめられ、風水害発生時におけ
る危険物保安上の留意事項として、「平時からの事前の備え」、「風水害の危険性が高まってき
た場合の応急対策」、「天候回復後の点検・復旧」が示されたことから、当該留意事項に基づき
特定事業所及び予防規程該当事業所における風水害対策を推進します。

3

危険物施設
等規制事業

10104130 消防局

85 5601

経年化した工業用水道施設の更
新

・工業用水道の一部施設等の経年化が進んでいることから、工業用水道利用者の需要動
向を考慮し、適正規模での更新に向けた検討を実施します。

・工業用水道利用者の需要動向を踏まえ、経年化した施設等の更新に向けた検討・調整を実
施します。

3

工業用水道
施設の整備
事業

10301050 上下水道局

86 6501

河川施設の更新・機能向上等 ・老朽化した護岸（対象：平瀬川護岸）の維持補修を図るとともに、耐震化による機能性向
上を進めます。
・効率的、効果的な維持管理を推進するため、令和3年度に川崎市河川維持管理計画を
策定しました。

・護岸変状が著しい平瀬川護岸について改修を継続的に進めます。
・詳細点検や健全度診断の結果を基に、長寿命化計画と管理プログラムを策定し維持管理費
用の削減と平準化を実現して将来に渡り持続可能な維持管理サイクルを構築します。
　

3

河川施設更
新事業
河川・水路
維持補修事
業

10105040

10204030

建設緑政局

87 7101

地震に伴う出火防止に係る意識
啓発

・感震ブレーカーの展示やチラシの配布等を行い、普及啓発を行います。
・住宅密集地域の不燃化対策の一環として、関係部局の事業と連携して取組を推進しま
す。

・各種イベント等において、関係部署等と連携し、感震ブレーカーの展示や啓発チラシの配布
等、普及啓発を行います。

3

地域防災推
進事業

10101020 危機管理本
部
関係局

88 7201

臨海部孤立化対策 ・帰宅困難者一時滞在施設の確保を進めるとともに、情報共有手段の検討、船舶など代
替輸送手段の活用に向けた取組、孤立化対策訓練の実施等を行います。（危機管理本
部）

・緊急物資の輸送経路確保や帰宅困難者の船舶による代替輸送手段を活用した訓練等
を実施します。（港湾局）

・臨海部における孤立化対策として、一時滞在施設の確保を進めるとともに、船舶などの代替
輸送手段の活用、孤立化対策訓練の実施等を行います。（危機管理本部）

・訓練等を通じて緊急物資や帰宅困難者の輸送体制及び対策を推進します。（港湾局）
3

臨海部・津
波防災対策
事業

10101040 危機管理本
部
港湾局

89 7301

路面下空洞調査の実施 ・道路施設の機能維持を図るために緊急輸送道路・緊急交通路等における路面下空洞調
査を実施します。

・令和3～7年度までに約180ｋｍの緊急輸送道路・緊急交通路等における路面下空洞調査を
実施します。

3

占用業務管
理

10204090 建設緑政局

90 7501

大気汚染物質・水質汚濁物質の
漏洩・流出防止（有害物質等の漏
洩・流出防止）

・大規模災害時の事故に伴う有害物質等の漏洩・流出防止に備えます。

①事業所に対し、立入調査、報告徴取等による監視・指導を行うとともに、施設や有害物
質の使用方法等について適正な管理を求めていきます。

②有害物質等の大気や公共用水域等へ漏洩・流出事故に備え、庁内外の関係機関（部
署）や事業所と連携して、対応マニュアルの充実を図るとともに、迅速かつ的確に対応で
きるよう取組を進めていきます。

・大規模災害時の事故に伴う有害物質等の漏洩・流出防止に備えます。

①毎年度、大気汚染防止法等の対象約300事業所、水質汚濁防止法等の対象約100事業所に
対して、監視・指導を行います。また、当該法令の総量規制対象事業所等約60事業所に対し
て、適正管理を促す通知を行います。

②庁内外の関係機関（部署）や有害物質の取扱量の多い事業所に対して、ヒアリング等による
情報収集・共有、意見交換等を行い、適時マニュアルを見直しして充実を図るとともに、迅速か
つ的確に対応できるよう取組を進めていきます。

3

大気・水質
発生源対策
事業
大気・水環
境保全事業

30201050

30201010

環境局

91 8102

災害廃棄物仮保管場所の確保 ・大規模な震災等の発生に伴う災害廃棄物の仮保管場所を速やかに確保するために関
係局区と協議を行い、対策を推進します。

・国、県及び他自治体と情報共有を行いながら、川崎市災害廃棄物等処理計画に基づき仮保
管場所の確保を図ります。

3

廃棄物企画
調整事業

30202070 環境局
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92 8201

都市復興にかかる平時からの取
組の推進

・市職員が被災状況に応じて柔軟な復興対策が可能となるよう、発災前の復興準備を進
めます。（総務企画局、危機管理本部、まちづくり局）

・被害状況に応じて臨機応変に対応できるよう、平常時から復興への事前準備に資する検討
や訓練等を実施します。（総務企画局、危機管理本部、まちづくり局）

3

防災都市づ
くり基本計
画推進事業

10102010 総務企画局
危機管理本
部
まちづくり局

93 8202

地域包括ケアシステムの構築 ・誰もが住み慣れた地域等で安心して暮らし続けることができる仕組みである、地域包括
ケアシステムの構築を推進します。

・川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による、地域の活性化や助け合いの仕組
みづくりなど、平時からの地域力の向上に資する取組を推進していきます。

3

地域包括ケ
アシステム
推進事業

10401010 健康福祉局

94 8204

応急危険度判定体制の整備 ・庁内関係機関及び近隣行政庁、関係団体と災害発生時に情報共有、連携できる体制整
備を推進しています。
・職員の判定士登録の推進とともに、神奈川県建築物震後対策推進協議会の活動を通じ
て、被災建築物応急危険度判定士の講習会や制度の周知等、判定士の安全確保に向け
た取組を推進しています。
・大地震等が発生した場合、宅地の被害状況を迅速かつ的確に把握し、二次災害による
被害拡大を防止するために、被災宅地危険度判定士の確保を行い、被災宅地危険度判
定の体制を整備します。

・応急危険度判定活動を迅速に行うための受入れ体制の強化・維持、連絡体制の整備を行い
ます。
・判定士及びコーディネーターの養成を行います。
・判定士の登録を呼びかけるとともに、判定士の能力向上を目的とした研修会を実施し、判定
士の量・質の確保を図ります。 3

建築・宅地
に関する指
導・審査事
業

40601130 まちづくり局

95 8205

建物被害認定調査及び罹災証明
発行体制の整備

・災害発生時、早期に罹災証明書の発行ができるよう、平時から、職員の育成や担当部
局間の連携体制の構築、マニュアル整備を推進します。（危機管理本部）

・災害発生時に的確な建物被害認定調査が実施できるよう、市税事務所職員を対象とし
た研修を実施します。（財政局）

・災害発生時、早期に罹災証明書の発行ができるよう、平時から、職員の育成や担当部局間
の連携体制の構築、マニュアル整備を推進します。（危機管理本部）

・建物被害認定調査に係る研修を毎年度1回実施します。（財政局）
3

危機管理対
策事業

10101080 危機管理本
部
財政局

96 8401

文化財の保護・活用等に向けた
取組の推進

・指定文化財所有者に対し、「指定文化財の手引き」の配布や、文化財防火デーに合わせ
た注意喚起を行うなど、指定文化財所有者への防災意識向上の取組を実施します。
・日本民家園及び青少年科学館については、引き続き、定期的に防災訓練を実施します。
また、日本民家園に移築復原されている文化財建造物の防災対策を順次実施します。
（教育委員会事務局）

・川崎市市民ミュージアムの被災収蔵品修復作業を推進するとともに、新たな博物館、美
術館の整備に向けて取組を推進します。（市民文化局）

・文化財指定時に手引きを配布するほか、毎年1月26日の文化財防火デーに合わせ消防局と
連携して指定文化財所有者への防災意識向上の取組を実施します。
・令和3年度、4年度に旧太田家住宅、令和4年度、5年度に旧作田家住宅、令和6年度、7年度
に旧江向家住宅の耐震補強工事を実施します。
・台風の際の倒木対策として、古民家と園路周辺の危険木を順次伐採、剪定します。
・日本民家園では、消防署と連携し、防災訓練を年4回実施します。
・青少年科学館では、防災訓練を年2回実施します。
（教育委員会事務局）

・川崎市市民ミュージアムの被災収蔵品修復作業を推進するとともに、新たな博物館、美術館
の整備に向けて基想構想及び基本計画を策定します。（市民文化局）

3

文化財保
護・活用事
業
市民ミュー
ジアム管理
運営事業

40802020

40802040

教育委員会
事務局
市民文化局

97 8502

空き家利活用推進事業 ・「空家等対策計画」に基づき、空家の予防や適正管理、利活用に関する周知啓発や相
談窓口の運営、まちづくりに資する空家活用等の取組を支援します。

・空家状況の把握のための調査を継続的に実施します。
・専門家団体等と連携し、空家の予防や適正管理に関する意識啓発に取組むとともに、空家所
有者からの相談対応等を実施します。また、関係課と連携し管理不全化した空家等への対応
を推進します。

3

空き家利活
用推進事業

10406100 まちづくり局

98 8601

迅速な被災者支援の実施に向け
た取組の推進

・毎年度、各局が所管する被災者支援メニューの確認、更新を行い、市ＨＰに掲載します。 ・毎年度、その時点での最新の被災者支援メニューを市ＨＰに掲載し、発災時の迅速な情報発
信、円滑な被災者支援に結び付けられる状態にします。
・毎年度、確認、更新作業を行うことにより、所管部署の職員の制度理解の向上を図ります。

3

防災対策管
理運営事業

10101010 危機管理本
部
関係局
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